
船舶事故調査報告書 

 

 

   船 種 船 名 セメントタンカー 第三芙蓉丸 

   船 舶 番 号 １２３６８４ 

   総 ト ン 数 ２,９２２.１０トン 

 

   船 種 船 名 漁船 第十八勝福丸 

   漁船登録番号 ＨＫ２－１６８８３ 

   総 ト ン 数 １０トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２１年８月１１日 ０２時２４分ごろ 

   発 生 場 所 北海道江差町江差港西方沖  

鴎島灯台から真方位２７８°１３.７海里付近 

           （概位 北緯４１°５４.１′ 東経１３９°４８.７′） 

 

 

平成２３年２月１０日 

運輸安全委員会（海事部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 
１.１ 船舶事故の概要 

セメントタンカー第三芙蓉
ふ よ う

丸は、船長ほか１０人が乗り組み、北進中、漁船第十八

勝
しょう

福
ふく

丸は、船長ほか１人が乗り組み、東進中、平成２１年８月１１日０２時２４分

ごろ江差港西方沖において、両船が衝突した。 
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第三芙蓉丸は、左舷中央部外板に凹損等を生じ、第十八勝福丸は、左舷船首部外板

に圧壊等を生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２１年８月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官

（函館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

なお、後日、主管調査官として新たに船舶事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２１年８月１２日、９月１５日 現場調査及び口述聴取 

平成２１年８月２８日、９月７日、１０月１６日 口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 ＡＩＳ情報の記録による運航経過 

第一管区海上保安本部が受信した第三芙蓉丸（以下「Ａ船」という。）の船舶自

動識別装置∗1の情報記録（以下「ＡＩＳ記録」という。）によれば､平成２１年８月

１１日事故発生前後のＡ船の運航経過は、次表のとおりであった。 

船位 対地速力 
時刻 対地針路 船首方位 

北緯    東経 (ノット） 
(時:分:秒) (°) (°) 

(度－分－秒) （kn)  

02:21:39 041-53-44.4 139-48-56.4 347 350 10.9 

02:22:19 041-53-51.6 139-48-54.0 347 350 10.9 

02:22:39 041-53-55.2 139-48-53.4 347 346 10.9 

02:22:48 041-53-57.0 139-48-52.8 346 342 10.9 

                                            
∗1 「船舶自動識別装置 (AIS；Automatic Identification System) 」とは、船舶の識別符号、種類、 

船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶相互間
及び陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置をいう。 
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02:22:59 041-53-58.8 139-48-51.6 344 337 10.9 

02:23:05 041-53-59.4 139-48-51.6 342 332 10.8 

02:23:08 041-54-00.0 139-48-51.0 340 330 10.8 

02:23:12 041-54-01.2 139-48-50.4 339 328 10.8 

02:23:15 041-54-01.2 139-48-50.4 338 324 10.8 

02:23:19 041-54-01.8 139-48-49.8 336 322 10.7 

02:23:22 041-54-02.4 139-48-49.2 333 321 10.6 

02:23:25 041-54-03.0 139-48-49.2 331 319 10.6 

02:23:28 041-54-03.6 139-48-48.6 328 319 10.5 

02:23:32 041-54-03.6 139-48-48.0 326 318 10.4 

02:23:36 041-54-04.2 139-48-47.4 324 319 10.4 

02:23:39 041-54-04.8 139-48-46.8 322 319 10.3 

02:23:42 041-54-05.4 139-48-46.2 320 320 10.3 

02:23:45 041-54-05.4 139-48-45.6 319 321 10.3 

02:23:49 041-54-06.0 139-48-45.6 318 323 10.3 

02:23:52 041-54-06.6 139-48-45.0 318 325 10.3 

02:23:59 041-54-07.2 139-48-43.8 318 330 10.3 

02:24:06 041-54-08.4 139-48-42.6 320 333 10.2 

02:24:08 041-54-08.4 139-48-42.6 320 336 10.2 

02:24:25 041-54-10.8 139-48-40.2 329 352 9.9 

 

2.1.2 乗組員の口述による両船の運航経過 

Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）、二等航海士（以下「航海士Ａ」とい

う。）及び甲板手（以下「甲板手Ａ」という。）並びに第十八勝福丸（以下「Ｂ船」

という。）の船長（以下「船長Ｂ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか９人が乗り組み、平成２１年８月１０日

１２時２０分ごろ北海道室蘭市室蘭港を出港し、津軽海峡を経由して稚内港

に向かった。 

 航海士Ａは、２３時４５分ごろ甲板長と交代して船橋当直につき、甲板手

Ａを見張りにつけて自動操舵で北海道松前半島西方沖を北上した。 

 航海士Ａは、翌１１日０１時３０分ごろ、江差港西方沖を針路３４８°

（真方位、以下同じ。）速力約１０.８kn（対地速力、以下同じ。）で航行し

ていたとき、６海里（Ｍ）レンジとしたレーダーで左舷船首方約４Ｍに東進
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中の３隻の漁船と思われる映像（以下「漁船群」という。）を認めるととも

に、それぞれのマスト灯及び右げん灯を視認した。また、その後方約１Ｍに

Ｂ船のレーダー映像を認め、目視で確認したところ、げん灯は視認できな 

かったが、Ｂ船の船首及び船尾付近に白灯各１個を表示していること、及び

レーダー映像から東進しているものと判断した。 

 航海士Ａは、漁船群と約２Ｍに接近した頃、漁船群がＡ船の船尾方に向け

て避航したことを認めた。 

航海士Ａは、漁船群と同様にＢ船もいずれＡ船を避航するものと思いなが

ら、ＡＲＰＡ∗2を使わず、レーダーの方位カーソルをＢ船の映像に当ててそ

の動静をみていると、Ｂ船の方位が変わらないので、昼間信号灯でＢ船を照

らし、約１.２Ｍに接近したとき、５回の点滅照射を繰り返して４回行った

が、反応がないことから、Ｂ船と衝突するおそれがあると感じ、Ｂ船を避け

るため針路を変更することとした。 

 航海士Ａは、Ｂ船に向けて左転した方が避けやすいと考え、操舵スタンド

付近で見張りに当たっていた甲板手Ａに指示して左舵１０°をとり、続けて

左舵１５°をとった。 

 航海士Ａは、十分な回頭角速度がないと感じながら、Ｂ船に接近する状況

となり、船首方位が原針路から約２０°～３０°回頭したところで、このま

ま左転を続けるとＢ船と衝突するかもしれないと思って不安になり、急きょ

右舵一杯をとった。 

 Ａ船は、左回頭が止まって右回頭中、Ａ船の左舷中央部とＢ船の左舷船首

部とが衝突した。 

 船長Ａは、自室で休息中、甲板手Ａに起こされて事態を知り、海上保安庁

に連絡するなどの措置をとった。 

 (2) Ｂ船 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、いか漁の目的で、平成２１年８月 

１０日１２時３０分ごろ江差港を出港し、北海道奥尻島南方沖の漁場に至っ

て操業を行い、翌１１日０１時００分ごろ北緯４１°５４.８′、東経  

１３９°３２.７′の漁場を発進し、江差港に向けて帰途についた。 

 船長Ｂは、操業中にいかの箱詰め作業をしていた甲板員を船体後部の船員

室で休ませ、単独で船橋当直を行い、江差港西外防波堤灯台の西方沖約５Ｍ

                                            
∗2 「ＡＲＰＡ」とは、Automatic Radar Plotting Aids の略記で自動衝突予防援助装置をいい、 

レーダーで 探知した他船の映像の位置の変化をコンピュータで自動的に処理させ、他船の針路、

速力、最接近時刻及び最接近距離、将来予測位置などを表示させるとともに、他船との接近により

衝突の危険が予測される場合に警報を発する機能を有する装置をいう。 
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∗3をＧＰＳプロッター で目的地として針路を設定し、機関を回転数毎分約 

１,５００にかけて速力約１０.０knで東南東からの風と潮流を受けながら、

自動操舵で航行した。 

  船長Ｂは、操舵室前面の窓２か所を半開状態にし、操舵スタンドの手前に

立ち、レーダーを１２Ｍレンジとして見張りに当たっていたところ、レー 

ダーで右舷船首約４５°８Ｍ付近に船舶の映像を認めたが、同船舶と接近す

るまではしばらく時間があるものと思い、近くに見えていたボンデンの監視

に当たるため、レーダーのレンジを３Ｍに切り替えた。 

 船長Ｂは、脚の疲れを感じたことから、レーダー手前の床に腰を下ろして

ベッドの側壁にもたれ、レーダーで見張りに当たっていたところ、間もなく

居眠りに陥った。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃で目が覚めて機関を止めた。 

 

本事故の発生日時は、平成２１年８月１１日０２時２４分ごろで、発生場所は、

鴎
かもめ

島
じま

灯台から２７８°１３.７Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

両船とも死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

左舷中央部外板に凹損、上甲板左舷中央部ハンドレールに曲損等が生じた。 

（写真１ Ａ船の損傷状況（左舷中央部） 参照） 

(2) Ｂ船 

左舷船首部外板が圧壊し、前部マストの支柱に曲損等が生じ、いか釣り機１

台が海没した。 

（写真２ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

船長Ａ 男性 ４１歳 

                                            
∗3  「ＧＰＳプロッター」とは、全世界測位システム（GPS；Global Positioning System）により、

人工衛星から得た自船の位置情報を画面の地図上に表示し、自船の航跡を描くことができる装置を

いう。 
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三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１０年３月２４日 

免 状 交 付 年 月 日 平成１９年１０月１８日 

免状有効期間満了日 平成２５年３月２３日 

航海士Ａ 男性 ２５歳 

 五級海技士（航海）（履歴限定） 

  免 許 年 月 日 平成１５年１２月１２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１９年１２月１８日 

  免状有効期間満了日 平成２５年１２月１１日 

船長Ｂ 男性 ３５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成５年４月２日 

  免許証交付日 平成２０年２月８日 

         （平成２５年４月１日まで有効） 

   (2) 主な乗船履歴等 

航海士Ａ 

航海士Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 主な乗船履歴 

 平成１６年５月水産高校の実習船に三等航海士として乗船し、平成１９年

４月株式会社二丈海運（以下「Ａ社」という。）に入社して内航セメントタ

ンカーの甲板手となり、平成２１年１月に二等航海士となり、Ａ船には平成

２１年６月から乗り組んでいた。 

② 健康状態 

良好であった。 
船長Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

 平成元年ごろ家族が所有する漁船に甲板員として乗船し、平成１６年ごろ

からＢ船に船長として乗り組んでいた。 

② 健康状態 

良好であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

(1)  Ａ船 
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船 舶 番 号  １２３６８４ 

船 籍 港  東京都 

船舶所有者  新和内航海運株式会社 

  船舶借入人  Ａ社 

総 ト ン 数  ２,９２２.１０トン 

     航 行 区 域  限定沿海区域 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ９３.３０ｍ×１５.６０ｍ×８.００ｍ 

船     質  鋼 

機     関  ディーゼル機関１基 

出        力  ２,３５３kＷ（連続最大） 

     推 進 器  可変ピッチプロペラ１個 

     進 水 年 月  昭和５５年２月 

（付図２ Ａ船の一般配置図 参照） 

(2)  Ｂ船 

漁船登録番号  ＨＫ２－１６８８３ 

主たる根拠地  北海道檜山郡江差町 

船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  １０トン 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  １４.７４ｍ×３.８０ｍ×１.３１ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ５０４kＷ（漁船法馬力数） 

     推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  平成４年１０月４日 

 

2.5.2 積載状態 

(1) Ａ船 

航海士Ａの口述によれば、室蘭港でセメント４,５０１ｔを積載し、同港

出航時の喫水は、船首約５.９８ｍ、船尾約６.６７ｍで、ほぼ満載状態で 

あった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、漁場発進時には、いか約７５０kgを発泡スチロー

ルの箱１８０～１９０箱に入れて積んでいた。 
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 2.5.3 船舶の設備、性能に関する情報 

(1) 航海計器 

① Ａ船 

ＡＩＳ、ＧＰＳ受信機及びレーダー２台（うち１台はＡＲＰＡ機能付

き）が装備されていた。 

（写真３ Ａ船の船橋（中央部及び左舷側） 参照） 

② Ｂ船 

ＧＰＳプロッター、レーダー及び自動操舵装置が装備されていたが、居

眠り防止装置∗4は装備されていなかった。 

船長Ｂの口述によれば、自動操舵装置は、磁気コンパスによる自動操舵

で、目的地に向かって走るように設定し、目的地に達するとアラームが鳴

るようにしていた。 

（写真４ Ｂ船の操舵室 参照） 

(2) 灯火 

① Ａ船 

法定灯火である前部マスト灯、後部マスト灯、左げん灯、右げん灯及び

船尾灯を備えており、甲板手Ａの口述によれば、全て点灯していた。 

② Ｂ船 

法定灯火であるマスト灯、左げん灯、右げん灯及び船尾灯に加え、前部

マストに白色全周灯１個を備えており、船長Ｂの口述によれば、全て点灯

していた。 

 （写真５ Ｂ船全景 参照） 

 

(3) 音響信号設備等 

① Ａ船 

音響信号設備としてエアホーンを装備し、昼間信号灯及び操船信号灯を

装備していた。 

航海士Ａの口述によれば、夜間、乗組員の休息を妨げたくなかったので、

Ｂ船に対して警告信号∗5を吹鳴しなかった。 

② Ｂ船 

                                            
∗4  「居眠り防止装置」とは、当直者が居眠りや船橋を無人とするなどして、設定された時間内にタ

イマーがリセットされない場合に、船橋や居住区で警報を発する装置をいう。同装置は、２０１１

年７月以降、新造の旅客船及び総トン数１５０トン以上の貨物船について搭載が義務付けられる。 
∗5  「警告信号」とは、海上衝突予防法第 34 条第 5 項に定める信号で、他の船舶の意図若しくは動

作を理解することができないとき、又は他の船舶が衝突を避けるために十分な動作をとっているこ

とについて疑いがあるときに、汽笛により短音 5回以上を吹鳴して行う信号をいう。 
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汽笛は装備されていた。 

船長Ｂの口述によれば、居眠りをしていたので、何もしなかった。 

(4) Ａ船の操縦性能 

Ａ船の海上公試運転成績表によれば、舵角３５°で、左転では左旋回径 

２７９ｍ、縦距２９５ｍ、右転では右旋回径２７２ｍ、縦距２８８ｍで、舵

を取り始めてからの船首の方位変化が５°、３０°、６０°、９０°となる

所要時間は、それぞれ左旋回が、９.２秒、２４.６秒、４２.６秒、５７.４
秒で、右旋回が、１０.０秒、２５.１秒、４０.５秒、５６.０秒であった。 

 

 2.5.4 Ａ船の船橋当直体制に関する情報 

船長Ａの口述によれば、Ａ船は、船橋当直を、一等航海士、二等航海士及び甲板

長の３人による４時間交代制として各当直に甲板手１人を加えた２人体制とし、船

長Ａは、航海当直中の指示事項を記載した船長命令簿は作成せず、航海当直者に対

して口頭による指導も行っていなかった。 

 

2.5.5 船舶に関するその他の情報 

(1) Ａ船 

航海士Ａの口述によれば、船体及び機器類には、不具合又は故障はなかっ

た。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、船体及び機器類には、不具合又は故障はなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び海流  

(1) 事故発生場所の東方約２６㎞に位置する江差特別地域気象観測所による当

時の観測値は、次のとおりであった。 

０２時００分 風向 東、風速 ０.７m/s、視程 １５.３km 

０３時００分 風向 東、風速 ０.３m/s、視程 １６.２km 

(2) 第一管区海上保安本部の海洋速報によれば、事故発生場所付近における平

成２１年８月１日から８月１５日の観測値は、北北西に流れる０.１から 

０.４knの海流があった。 

 

2.6.2 乗組員の観測 

Ａ船の乗組員の口述によれば、次のとおりであった。 

 (1) 航海士Ａ 
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天気 晴れ、風 ほとんどなし、北北東に流れる潮流、視界 良好 

(2) 船長Ｂ 

天気 晴れ、風向 東南東、風速 ５m/s、西北西に流れる潮流、視界 

良好 

 

２.７ Ｂ船の運航及び船長Ｂの就労状況 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

(1) ６月から１１月のいか漁の時期は、土曜日が休漁日で、Ｂ船は、１２時３０

分ごろ出漁して操業を行い、翌朝０４時ごろ帰港していた。 

船長Ｂは、帰港すると、自宅に帰り、入浴と食事をして５～６時間ほどの睡

眠をとったのち、昼食をとってから出漁していた。船長Ｂは、漁場までの約３

時間の船橋当直を船長Ｂ単独で行い、漁場に到着して１５時３０分ごろから操

業を行っていた。 

船長Ｂは、操業中も船首を風に立てるため操舵室で操船を行っており、出航

してからほとんど操舵室にいて、仮眠することはなかった。 

(2) 船長Ｂは、ふだんから、航海当直中の見張りは立って行っていたが、脚が疲

れたと感じたときには、少しの間、床に座ってレーダーで見張りを行っていた。 

船長Ｂは、船橋当直中、眠気を抑えるために缶コーヒーを飲み、ラジオを聞

くようにしていたが、本事故当時は、コーヒーを飲んでも眠気はおさまらな 

かった。 

 

 

３ 分 析 

 
３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

(1) Ａ船 

２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

① 航海士Ａは、江差港西方沖を針路３４８°、速力約１０.８kn で航行中、

レーダーで左舷船首方約４Ｍに東進中の漁船群とその後方約１ＭにＢ船を

探知し、Ｂ船の白灯２個を視認した。また、航海士Ａは、レーダーにより

Ｂ船が東進しているものと判断した。 

② 航海士Ａは、漁船群との距離が約２Ｍとなったとき、漁船群がＡ船の船

尾方に避航したことを認めた。 
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③ 航海士Ａは、Ｂ船と約１.２Ｍに接近したとき、Ｂ船との衝突のおそれ

を感じ、昼間信号灯を使用して５回の点滅照射を４回行ったのち、左舵 

１０°をとり、続けて左舵１５°をとった。 

④ Ａ船が左転中、航海士Ａは、このまま左転を続けるとＢ船と衝突するか

もしれないと思い、急きょ右舵一杯をとり、右転が始まって間もなく、Ａ

船とＢ船とが衝突した。 

 (2) Ｂ船 

 ２.１及び２.７から、次のとおりであったものと考えられる。 

 ① 江差港西外防波堤灯台の西方沖に向けて自動操舵により、速力約１０.０

knで航行中、船長Ｂが右舷前方約８Ｍ付近に船舶のレーダー映像を認めた。 

 ② 船長Ｂは、レーダーのレンジを３Ｍに切り替え、レーダーで近くに見え

ていたボンデンの監視に当たりながら航行した。 

 ③ 船長Ｂは、操舵室左舷側の床に腰を下ろし、レーダーによる見張りに

当たっていたところ、居眠りに陥り、Ａ船との衝突の衝撃で目覚めた。 

 

3.1.2 衝突の状況 

2.1.1 から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船のＡＩＳ記録中の船首方位及び対地針路の推移は、グラフにすると次

 Ａ船は、船首方位及

のとおりであった。 

(2) び対地針路の変化を時系列に沿ってみると、０２時 

  

２３分５９秒から０２時２４分０８秒の９秒間に船首方位の回頭角速度が一

時的に減少するとともに、対地針路が２秒間変化せず、同じ対地針路 

３２０°で航行している。このことから、Ａ船は、瞬間的に右回頭を押さえ

るような何らかの外力の影響を受けた。 
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したがって、Ａ船は、右回頭中に、Ｂ船の船首とＡ船の左舷中央部とが衝

突

  

 

3.1.3 事故発生日時及び場所 

故の発生日時及び場所は、前記 3.1.2 記載の衝突日

時

 

.２ 事故の要因の解析 

況 

から、次のとおりであったものと考えられる。 

許証を有

し

び船長Ｂは、ともに健康状態は良好であったが、船長Ｂは、い

か

(2)

   Ａ船及びＢ船は、ともに船体及び機器類には不具合又は故障

3.2.2  気象及び海象の状況 

、風はほとんどなく、視界は良好であったものと考え

ら

 

船舶の灯火に関する解析 

のとおりであったものと考えられる。 

火である前部マスト灯、後部マスト灯、左げん灯、右げん灯及び船

尾

(2)

、法定灯火であるマスト灯、左げん灯、右げん灯及び船尾灯の表示

したあと、Ｂ船がＡ船の船尾を離れるまでＡ船の右回頭を押さえる力が働

き、Ｂ船がＡ船の船尾から離れたあと、右回頭を続けたもので、平成２１年

８月１１日０２時２４分ごろＢ船と衝突し、衝突場所は鴎島灯台から 

２７８°１３.７Ｍ付近であった。 

２.１及び 3.1.2 から、本事

及び場所であったものと考えられる。 

３

3.2.1 乗組員及び船舶の状

(1)  乗組員の状況 

２.４及び２.７

航海士Ａ及び船長Ｂは、ともに適法で有効な海技免状又は操縦免

ていた。 

航海士Ａ及

漁の時期には、夜間に操業を行い、午前中に帰港して自宅で５～６時間の

睡眠をとる昼夜が逆転した毎日で、本事故前にはコーヒーを飲んでもおさま

らないほどの眠気を感じていた。 

  船舶の状況 

   2.5.5 から、

はなかったものと考えられる。 

 

２.６から、天気は晴れで

れる。 

3.2.3 

2.1.2(1)及び 2.5.3(2)から、次

(1) Ａ船 

法定灯

灯を表示していた。 

 Ｂ船 

Ｂ船は
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に

 

見張り及び操船の状況 

次のとおりであったものと考えられる。 

士Ａは、左舷船首方約４Ｍに東進中の漁船群と、その後方約１Ｍに

② 船

③ ソルをＢ船の映像に当て、その動静を

④ い

⑤ ５秒ごろＡ船の船首方位が３３２°となり、そ

 
⑥

(2) 

Ｂは、レーダーで右舷船首約４５°、約８Ｍ付近にＡ船の映像を探

② じた状態で床に座り、ベッドの側壁にもたれた姿勢

3.2.5 警告信号等の実施 

 、航海士Ａは、夜間、乗組員の休息を妨げたくなかった

加え、白色全周灯 1 個を点灯していた。 

3.2.4 

２.１、２.７及び３.１から、

(1) Ａ船 

① 航海

Ｂ船をレーダーで探知し、Ｂ船の白灯２個を視認したものと考えられる。

また、航海士Ａは、レーダーによりＢ船が東進していると判断した。 

 航海士Ａは、漁船群との距離が約２Ｍとなったとき、漁船群がＡ船の

尾方に避航したことから、Ｂ船も、いずれ先行する漁船群と同様にＡ船の

進路を避けるものと思い込んだ。 

 航海士Ａは、レーダーの方位カー

みていたところ、Ｂ船の方位が変わらず、距離が約１.２Ｍとなったとき、

昼間信号灯を使用して５回の点滅照射を４回行ったが、反応がないことか

ら、衝突のおそれを感じ、Ｂ船を避けるために左転することとした。 

 Ａ船は、０２時２２分１９秒ごろからＡ船の船首方位が左に変化して

ることから、航海士Ａは、この頃左舵１０°をとり、続けて左舵１５°を

とり、左転を開始した。 
 Ａ船は、０２時２３分０

の後、船首方位及び対地針路の回頭角速度がそれぞれ減少に転じ、０２時

２３分３２秒に船首方位３１８°を境に船首方位が右に転じていることか

ら、航海士Ａは、０２時２３分０５秒ごろ左転を中止して右舵一杯とした。

 航海士Ａは、左転し、次いで右転してＢ船を避けようとしたが、減速等

の機関の操作を行わなかった。 
Ｂ船 

① 船長

知したが、Ａ船とはまだ距離があると判断し、レーダーのレンジを３Ｍに

切り替え、レーダーで近くに見えていたボンデンの監視に当たりながら自

動操舵で航行した。 

 船長Ｂは、眠気を感

をとり、レーダーで見張りを行っていた。 

 

 2.1.2(1)、2.5.3(3)から

ので、方位の変化がなく接近するＢ船に対して警告信号を吹鳴せず、昼間信号灯を
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使用して５回の点滅照射を４回行ったものと考えられる。 

 

航法に関する解析 

のとおりであったものと考えられる。 

以遠において、

Ｂ

中であり、両船が互いに進路を横切る態勢で接近し、

Ａ

の衝突を避けるための動作については、海上衝突予防法第８条におい

て

転を開始したが、左転を続けると衝突するかも

し

 

事故の発生に関する解析 

、3.2.1、3.2.2、3.2.4及び3.2.5から、次のとお

り

は、江差港西方沖を北進中、航海士Ａが、レーダーでＢ船を左舷前

② ったとき、Ｂ船の方位が変

③ じ、この

3.2.6 

２.１及び3.2.3から、次

本事故発生海域は、海上衝突予防法が適用となり、Ａ船は、４Ｍ

船の灯火を視認していたことから、Ａ船及びＢ船は互いに他の船舶の視野の内に

ある状況で航行していた。 

Ａ船は北進中、Ｂ船は東進

船は、Ｂ船を左げん側に見ていたが、衝突するおそれを感じてＢ船を避ける動作

をとった。 

他の船舶と

、できる限り、十分に余裕のある時期に、船舶の運用上の適切な慣行に従ってた

めらわずに、他の船舶との間に安全な距離を保って通過することができるようにそ

の動作をとらなければならず、また、必要な場合は、速力を減じ、又は機関の運転

を止め、若しくは機関を後進にかけることにより停止しなければならないと規定さ

れており、Ａ船は、Ｂ船との衝突を避けるための動作をとる場合、同法第８条を遵

守して適切に行う必要があった。 

Ａ船は、衝突を避けようとして左

れないと思い、左転を中止して右舵一杯をとったものの、減速等の機関操作を行

わなかった。 

3.2.7 

２.１、2.5.3(1)、(2)、２.７

であった。 

(1) Ａ船 

① Ａ船

方に探知したが、Ｂ船に先行する漁船群がＡ船の船尾方を避航したことか

ら、Ｂ船もいずれＡ船を避航するものと思い込み、約１.２Ｍに接近する

までＢ船を見守っていたものと考えられる。 

 航海士Ａは、Ｂ船との距離が約１.２Ｍとな

化しないことから、昼間信号灯を使用して５回の点滅照射を４回行ったの

ち、衝突を避けようとして左転を開始したものと考えられる。 

 航海士Ａは、左転を開始したが、十分な回頭角速度がないと感

まま左転を続けるとＢ船と衝突するかもしれないと思い、右舵一杯をとっ

たものと考えられる。 
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④ けようとして左転し、次いで左転を中止して右転

⑤ 、夜間、乗組員の休息を妨げたくなかったので、警告

   (2) 

は、江差港西外防波堤灯台沖に向けて自動操舵により東進中、単独

② まらないほどの眠気を

 

４ 原 因 

 
本事故は、夜間、江差港西方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が東進中、航海士Ａ

が

船との衝突を避けるためにとった動作が適切でなかったのは、衝突

を

り、ベッドの側壁にもた

れ

 航海士Ａは、Ｂ船を避

し、避航動作がためらいを伴ったものであったこと、減速等の機関操作を

行わなかったことなどから、衝突を避けるための動作が適切でなかったも

のと考えられる。 

 航海士Ａは、また

信号を行わなかったものと考えられる。Ａ船が、警告信号を行っていれば、

Ｂ船が操舵室の窓を開けていたことから、船長Ｂが汽笛の音に気付き、本

事故の発生を回避することができた可能性があると考えられる。 

Ｂ船 

① Ｂ船

で船橋当直中の船長Ｂが左舷船首方にＡ船をレーダーで探知したが、Ａ船

とはまだ距離があるものと判断し、レーダーで近くに見えていたボンデン

の監視を行いながら航行したものと考えられる。 

 船長Ｂは、本事故前にはコーヒーを飲んでもおさ

感じた状態で床に座り、ベッドの側壁にもたれてレーダーで見張りを行っ

ていたところ、居眠りに陥ったものと考えられる。 

 

、Ｂ船との衝突を避けるためにとった動作が適切でなく、また、単独で船橋当直に

当たっていた船長Ｂが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

航海士Ａが、Ｂ

避けようとして左転し、次いで左転を中止して右舵一杯をとったこと、減速等の機

関操作を行わなかったことなどによるものと考えられる。 

船長Ｂが居眠りに陥ったのは、眠気を感じた状態で床に座

ていたことによるものと考えられる。 
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５ 所 見 

 
本事故のＢ船における原因は、単独で船橋当直中の船長Ｂが居眠りに陥ったことに

よるものと考えられる。 

漁船の居眠り運航による事故は、船体の損傷ばかりか乗組員の死傷を伴う事故も多

数発生している。漁船は、漁獲を得るために長時間の操業を行うことに加え、単独で

の航海当直を余儀なくされる現状にありながら、効果的な居眠り運航の防止対策がと

られていない。一方、貨物船においては、居眠り防止装置の設置が進み、その有効性

が確認されていることから、漁船においても居眠り防止装置の設置が望まれる。 

 

 

６ 参考事項 

 

当運輸安全委員会は、事故調査等の結果に鑑み、居眠りによる船舶事故の発生を防

止するため、平成２２年５月２８日国土交通大臣に対して、運輸安全委員会設置法第

２８条に基づき、次の意見を述べた。 

 

国土交通大臣は、以下の居眠りによる船舶事故（以下、「居眠り船舶事故」とい

う。）の発生状況を踏まえ、総トン数５００トン未満の内航船等を含め、居眠り防止

装置の義務化等の居眠り防止のための施策を検討すべきである。 

① 居眠り船舶事故は、船舶事故の約１０％を占め、乗揚においては約２３％を占

めている。 

② 居眠り船舶事故は、総トン数５００トン未満の船舶が９６％を占めている。 

③ 居眠り船舶事故は、漁船が最も多く、次いで貨物船となっており、これらの船

種が約８６％を占めている。 

④ 居眠り船舶事故は、単独当直にて、自動操舵装置を使用し、いすに座った状況

で多く発生している。 

⑤ 居眠り船舶事故では、その発生要因として、疲労、寝不足、気の緩みや、わず

かではあるが薬の服用、睡眠時無呼吸症候群等の疾患等が確認された。 

⑥ 居眠り船舶事故の船舶には、居眠り防止装置を設置したものは少なく、設置さ

れていた船舶でも電源を切っているものもあった。 

 

なお、居眠り船舶事故の発生状況は、平成１６年１月から平成２２年３月までに
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公表された船舶事故調査報告書等による。 
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付図１ 推定航行経路図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事故発生場所 

［平成 21年 8月 11日 02 時 24 分ごろ］ 
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付図２ Ａ船の一般配置図 

 
 
 
 
 

 

 

写真１ Ａ船の損傷状況（左舷中央部） 

ハンドレール ハンドレール 

船首側から船尾方を見たところ 船尾側から船首方を見たところ 

舷門付近 

空気管 舷門 

ハンドレールスタンションの跡 外板の凹損部 
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写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

写真３ Ａ船の船橋（中央部及び左舷側） 
 

 

 

 

 

 

 

前部マストの支柱 

（曲損） 
船首部の損傷 

バルバスバウの損傷 

レーダー 
AIS データ表示用のパソコ

左舷側 

操舵スタンド 
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写真４ Ｂ船の操舵室 

←左舷側 右舷側→ 

船長Ｂが座っていた場所 

レーダー 

操舵スタンド 

 
 

写真５ Ｂ船全景 

白色全周灯 

マスト灯 
前部マスト 

いか釣り機 
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糸巻きリール 
右げん灯 




